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◎　納入書について

◎　納期の特例について

◎退職等により一括徴収する
記入例 記入例

①納入書の送付対象……「納入書不要」と当市にお届けいただいている事業所には、納入書は送付しておりません。

②納入書の再発行………納入書を紛失された場合は、納税課管理係（直通 042－460－9831）までご連絡ください。

①別紙納入書により納入をお願いします
納入書の光学式文字読取装置（OCR）による収納消込処理を行っていますので、別紙納入書により納入いただきますようお願いします。

②特別徴収税額の変更があった場合
税額変更後の納入書は作成しておりません。
お手数ですが、下記要領により、納入書に印字されている税額を黒のボールペンで修正して使用してください。
※特別徴収税額の変更がない場合、修正の必要はございません。

③退職所得分を納入する場合
表面の「退職所得分」及び裏面「納入申告書」の欄に必要事項を
記入してください。

　給与の支払を受ける方が常時10人未満の事務所、事業所その他これに準ずるもので、納期の特例の承認を受けたい場合には、
当市ホームページから「納期の特例申請書」をダウンロードして記入し、納税課管理係（直通 042－460－9831）までご送付ください。

132292市町村コード
市 町 村 名給与支払報告書のｅＬＴＡＸまたは

光ディスク等による提出義務について

所 在 地

東京都西東京市

課税・異動届等について 納税について
〒188-8666 東京都西東京市南町五丁目６番13号

納入書の送付について
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良い例

悪い例
上を離さ
ない

上をふさ
がない

横線を離
さない

上につきで
たりするど
くしない

横線を出
さない

カギを
つけない まるめない 離さない

（例）退職により、残りの税額を11月分で一括徴収する
◎退職等により普通徴収（個人納付）へ変更する
（例）退職により、残りの税額を普通徴収（個人納付）へ変更する

記入例
事業所の所在地・名称等を変更する場合や送付先を登録・変更する
（例）所在地・名称を変更し、さらに送付先を登録する

記入例
入社等により、勤務先で新たに特別徴収を開始する
（例）入社により、普通徴収の３期分以降を11月分から特別徴収する

◎退職等により新勤務先で特別徴収を継続する
記入例

（例）退職により、11月分から新勤務先で特別徴収を継続する

※転勤等により異動後の勤務先で引き続き特別徴収を行う場合

は、前勤務先で上段を記入し、新勤務先に回送願います。

　新勤務先では、下段（転勤等による特別徴収届出書）を記入し、

また徴収台帳への記入等、必要な手続きを済ませたうえで、

西東京市役所市民税課へ送付してください。

◎　特別徴収税額を滞納した場合について
　特別徴収義務者が、納期限までに特別徴収税額を納めなかった場合は、次の割合で計算した延滞金を

加算して納めることとなりますので、ご注意願います。

◎　退職金に係る市民税・都民税の計算方法
（退職金等の収入金額－退職所得控除額※1）×※2＝退職所得の金額（千円未満の端数は切捨て）

　退職所得の金額×６％＝市民税（百円未満の端数は切捨て）
　退職所得の金額×４％＝都民税（百円未満の端数は切捨て）
※1　退職所得控除額
・勤続年数20年以下　　40万円×勤続年数（80万円に満たない場合には80万円）
・勤続年数20年超　　 800万円＋70万円×（勤続年数－20年）

※2　×は、勤続年数５年以下の役員等は適用がありません。

　　 また、令和４年１月１日以降は、勤続年数が５年以下の役員等以外の退職金においても、退職所得
　 控除額を控除した残額の300万円を超える部分については適用がありません。

①　納期限後１ヶ月を経過する日まで・・・・・・ 年 2.4 ％

　　 延滞金特例基準割合（※）に年１％を加算した割合で計算します。（年7.3％が上限割合となります。）

①　納期限後１ヶ月を経過した後・・・・・・・・ 年 8.7 ％

　　 延滞金特例基準割合（※）に年7.3％を加算した割合で計算します。（年14.6％が上限割合となります。）

（※）延滞金特例基準割合・・・・前年に租税特別措置法第93条第２項の規定により告示された平均貸付割合に年１％
を加算した割合

（例）特別徴収令和4年6月分税額100,500円（納期限：令和4年7月11日）を令和4年10月11日に納入する場合の延滞金は？

100,000円×31日×2.4％① ＋ ＝

365日

１円未満の端数切捨て １円未満の端数切捨て 100円未満は切り捨て

100,000円×61日×8.7％ 1,656円 1,600円①

365日

延滞金利率

・計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときは切捨て

・計算の基礎となる税額が2,000円未満のときは全額切捨て

・計算の結果、延滞金に100円未満の端数があるときは切捨て

・計算の結果、延滞金が1,000円未満のときはこの金額を切捨て

（令和４年４月１日現在）

令和３年１月１日以降に提出する給与支払報告書
について、前々年に税務署へ提出すべき源泉徴収
票の枚数が100枚以上であった場合は、ｅＬＴＡＸ
または光ディスク等による提出が義務付けられて
います。

●光ディスクでの送付については、西東京市 市民部
　市民税課市民税係へ。

●eLTAXについては、eLTAXホームページをご覧ください。
　URL:https://www.eltax.lta.go.jp

市民部　市民税課　市民税係
　℡042-460-9828（直通）

市民部　納税課　管理係
　℡042-460-9831（直通）

※個人の課税内容のお問合せについては、ご本人様からのみお願いいたします。
☆課税内容の確認　☆異動届等の記入方法 ☆納付の確認　☆納期の特例

☆納期限後のお支払い　☆納入書再発行
☆ペイジー対応の納付書送付

☆令和５年５月末まで大切に保管してください。

※コンビニエンスストア（30万円以下）、ペイジーに対応したATM、
インターネットバンキング等での納入をご希望の方は、市のHPから
TOP→くらし･手続き→税金→市税の納付について→特別徴収ペイジー納付書申請
からペイジー納付書（専用納付書）の発行をお申し込みください。
右のQRコードからもお申し込みいただけます。
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１０月末で退職した給与所得者の徴収方法を、１１月分で一括して納入する場合。
（ア）特別徴収税額（年税額）　　 ４８，０００円（６月から翌年５月分）
（イ）徴収済額　　　　　　　　　２０，０００円（６月から１０月分）
（ウ）未徴収税額　　　　　　　　２８，０００円（１１月から翌年５月分）

一括徴収税額（納入額と同額）

１０月末で退職した給与所得者の徴収方法を、１１月分から普通徴収に変更する場合。
（ア）特別徴収税額（年税額）　　 ４８，０００円（６月から翌年５月分）
（イ）徴収済額　　　　　　　　　２０，０００円（６月から１０月分）
（ウ）未徴収税額　　　　　　　　２８，０００円（１１月から翌年５月分）

普通徴収税額

一括で徴収した税額を納入する月
※１月以降の退職の場合は、原則一括徴収

前
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で
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さ
い

新
勤
務
先
で

ご
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い

10月末で退職する給与所得者が、11月
から新しい会社で特別徴収する場合。
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55 5 5

11

11 10

12 10

1 3 5 6 0 0

1 3 5 6 0 0

1 3 5 6 0 0

1 3 5 6 0 0

1 3 5 6 0 0

1 3 5 6 0 0

123,400 123,400 123,400

〇〇〇〇

〇〇〇〇 〇〇〇〇

４６４ ＸＸＸＸ

〇〇〇〇

〇〇〇〇

４６４ ＸＸＸＸ


